
三重県土砂災害情報提供システム再構築に関する情報提供依頼（ＲＦＩ）にかかる質問書回答 

 

№ 質疑事項 回答 

1)   業務委託仕様書（案） P.14 表 13 1-4 「メッシュ危険度」を「監視

対象地区別」に色分けとは、監視対象地区の状況がわかりやすいよ

うに監視対象地区内のみ危険度の色表示を行うということでしょう

か（下図）。具体的なイメージをご提示ください。 

 

監視対象地区別とは，市町が避難勧告等を発令する単位の地

区であり、大字や中学校区程度の範囲を１地区として想定し

ています。そのため、監視対象となる地区毎に，危険度の色

表示を行ってください。 

 

 

 

2)   業務委託仕様書（案） P.15 表 13  4-2 ダウンロード機能  の土砂

災害危険個所、土砂災害危険区域等のダウンロードとは対象の「カ

ルテ」や「告示図書及び基礎調査調書」のことでよろしいでしょう

か。 

「カルテ」や「告示図書及び基礎調査調書」については，表

13，1-11,1-12 の機能によりダウンロードもできると予定して

います。 

4-2 については，「土砂災害危険箇所」や「土砂災害警戒区域」

などに関する「GIS」データのダウンロード機能を想定してい

ます。 

3)   業務委託仕様書（案） P.18 表 16  GIS データ形式とは shape 形式で

よろしいでしょうか。 

shape 形式です。 



№ 質疑事項 回答 

4)   全般 

WebGISのフォーマットについて定めはありますか。 

WebGISのフォーマットには，定めはありません。 

ただし，データ出力機能を備える場合，県から GIS データを

提供する場合は，Shape形式で対応できるようお願いします。 

5)   資料 2 P.3 「表 2 システム化対象範囲」 

県民、行政向け機能となります土砂災害情報提供機能について、WEB

サ ー バ で 必 要 と な り ま す FQDN の 設 定 情 報 （ ex: 

www1.sabo.pref.mie.jp）は、県から提供受けられる認識で宜しいで

しょうか。 

県から提供します。 

FQDN は，受注者と発注者で協議の上決定し、その上で県の管

理者へ設定申請する流れになります。 

6)   資料 2 P.3 「表 2 システム化対象範囲」 

土砂災害危険度情報メール送信機能で必要になりますメールアカウ

ントは、県から提供受けられる認識で宜しいでしょうか。 

県から提供します。 

メールアカウントは，受注者と発注者で協議の上決定し、そ

の上で県の管理者へ設定申請する流れになります。 

7)   資料 2 P.15 「表 13 土砂災害情報提供機能（パソコン）」 

4-2 ダウンロード機能 

以下の情報をダウンロード可能とすること。とありますが、ダウン

ロード単位は、システム上に搭載されています三重県全域のデータ

を一括ダウンロードする認識で宜しいでしょうか。 

そのとおりです。 

 

8)   資料 2 P.21 「3.信頼性要件」 

サーバの二重化は行わないが、とありますが、ネットワーク機器の

２重化は考慮する必要がありますでしょうか。 

ネットワーク機器の２重化は考慮不要です。 

ただし，見積者が必要と考えれば２重化構成を提案ください。 



№ 質疑事項 回答 

9)   資料 2  P.22 「5. 機器ネットワーク等要件」 

(1) 機器・ネットワーク・ソフトウェア構成設計 

三重県データセンター、県庁本館 5Ｆ水防室について、サーバ、ネ

ットワーク機器の IP アドレスの払い出しを受けることになるので

しょうか。 

そのとおりです。 

10)   資料 2  P.22 「5. 機器ネットワーク等要件」 

(1) 機器・ネットワーク・ソフトウェア構成設計 

防災 LANのネットワーク機器（L3スイッチ）の変更作業については、

本業務の調達範囲として含まれるのでしょうか。 

本業務の対象外です。 

 

11)   資料 2  P.22 「表 22 使用予定回線・ネットワーク」 

市町配信用インターネット回線(本業務で調達)、とありますが、イ

ンターネット回線の月額通信費用は、本業務の調達範囲なのでしょ

うか。 

市町配信用インターネット回線の月額通信費用は発注者負担

とします。 

12)   資料 2  P.33 「8. テスト要件」 

第三者機関による情報セキュリティ診断については、本業務の調達

範囲として含まれるのでしょうか。 

本業務の調達範囲ではありません。 

13)   資料 2 別添 1-1 

河川系 LAN に接続されています通信サーバについて、本業務の改修

内容についてご教示願います。 

本業務の改修対象ではありません。 



№ 質疑事項 回答 

14)   資料 2 別添 2  P.5 「5. 接続仕様・制限事項」 

リモート保守環境への接続には、保守業者ごとにインターネットへ

の接続回線が必要となります、とありますが、インターネット回線

の月額通信費用は、本業務の調達範囲なのでしょうか。 

保守業者ごとのインターネット回線の月額通信費用は，受注

者負担とします。 

 

15)   資料 2 別添 3 「利用可能ライセンス一覧（県が保有するライセン

ス）」 

SSL-VPN 経由でリモートデスクトップ接続する場合に必要となりま

す Windows Server 2012 Remote Desktop Services CAL は、利用可

能ライセンスに含まれていますでしょうか。 

リモートデスクトップ接続にあたり，CALライセンスの追加は

不要です。 

16)   該当資料無し 

国、もしくは、国土交通省中部地方整備局へのデータ送信は、本業

務の調達範囲として含まれるのでしょうか。 

本業務の調達範囲ではありません。 

 


